
 

 

 

 
 

日本語翻訳版 

 

Tax Analysis 
 

注目される中国個人所得税改革 
——中国国内に住所のない個人に
係る新政策の解説 
 
2019年 3月 16日及び 17日、財政部及び国家税務総局より下記二つの個人所得税
法通達が公布され、新しい個人所得税法における、中国国内に住所のない個人に関する
税収政策が明確にされた。 
 

• 「中国国内に住所のない個人の居住時間判断基準に関する公告」（財務部 税
務総局公告 2019年第 34号、以下「34号公告」と略称1） 
 

• 「非居住者個人及び中国国内に住所のない居住者個人の個人所得税政策に関す
る公告」（財務部 税務総局公告 2019年第 35号、以下「35号公告」と略称
2） 

 
個人が中国国内に住所があるか否かの判断については、一般的に、⼾籍・家庭・経済的利
益関係により、当該個人が中国国内において習慣的に居住するのか否かを分析する必要
がある。中国で勤務している国外人員（外国籍個人及び香港・マカオ・台湾人員を含む）
については、実務上、経常的に中国国内に住所のない個人とみなされている。住所のない
個人に係る中国個人所得税の納税義務は、当該個人の居住者身分、中国国内居住時
間等と密接に関係している。また、税金の計算についても、より一層複雑となることが想定さ
れる。34号及び 35号公告においては、住所のない個人の中国国内居住時間の判断基
準である「六年ルール」・総合所得の納税額計算・租税条約の適用・関連の徴収管理規則
等の事項の詳細が明らかにされた。上述の通達は 2019年 1月 1日より実施され、従来の
住所のない個人に係る個人所得税関連法規あるいは条約は、同日をもって廃止された。
非居住者が 2019年 1月 1日以降に取得する所得には、従来の規定が適用される。その
際に過大納付が生じるときは、税法に従って税金の還付を申請することができる。 
 
今回の Tax Analysis では上記二つの通達の要点について解説を行う。 
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1.中国国内居住期間の判断基準 
 
一納税年度において住所のない個人に係る中国国内での累計居住日数は、当該個人の
中国国内での累計滞在日数により計算される。中国国内に 24時間以上滞在する日は、
中国国内居住日数に含まれ、中国国内に 24時間未満滞在する日は、中国国内居住日
数から除かれる。 
 
コメント 
 
中国個人所得税法により、中国国内に住所のない個人が、一納税年度に中国国内での
累計居住日数が 183日以上の場合には、中国の居住者個人とみなされる。その為、中国
国内居住日数の計算ルールは、住所のない個人に係る居住者身分及び中国納税義務の
判断に対して直接の影響を与える。中国国内の滞在が 24時間未満の日は中国国内居
住日数に計上されないことが明確にされた今回の新規定については、業務で頻繁に中国へ
行く必要がある住所のない個人にとって、享受すべき優遇策であると考える。 
 
また、上記の日数計算ルールが、租税条約におけるサービス型恒久的施設項目において
「183日」基準の判断に適用されるか否かについて、業界全体における関心が高まる中、関
連企業においても注目する必要があると考える。 
 
 
 
2.「六年ルール」 
 
従来の個人所得税法において、中国国内に住所のない個人が、五納税年度の期間中に、
継続して中国国内に居住していない場合には、中国国外払いの国外源泉所得に係る個人
所得税の納付を免除することが可能、いわゆる「五年ルール」が設けられていた。新個人所
得税法において、「五年ルール」は「六年ルール」へ変更され、34号公告において「六年ルー
ル」は下記のように規定された。  
 
住所のない個人が一納税年度において、中国国内に累計で 183日以上居住（すなわ
ち、当該年度は中国の居住者個人になる、以下「住所のない居住者個人」と略称）する
場合において、以下の二条件を同時に満たすときは、当該納税年度において中国国内及
び国外で取得したすべての個人所得が、中国における個人所得税の納付対象となる。 

 
• 当該住所のない居住者個人は、その前の六年間の毎年、中国国内累積居住日数
が 183日以上である。 

• 当該住所のない居住者個人は、その前の六年間において、一度も 30日を超える中
国出国がない。 
 

当該住所のない居住者個人が、上記の二条件を同時に満たさない場合には、当該納税
年度（すなわち、中国居住者となった納税年度）に中国国外の組織または個人により支
給される中国国外払いの所得に係る個人所得税の納付が免除される。 
 
上述の「その前の六年間」とは、当該納税年度の一年前から六年前までの連続六納税年
度を意味する。「その前の六年間」は 2019年（2019年を含む）以降の年度から起算す
る。 
 
コメント 
 
「六年ルール」の公表においては、外国、香港・マカオ・台湾から中国へ優秀な人材を誘致す
る政策理念が反映された。従来の税法の「五年ルール」に比べると、新しい「六年ルール」にお
いては更なる優遇を受けることができる。住所のない個人は「その前の六年間」のいずれかの
年度において、一回で 30日超の中国出国があれば、連続居住年数をリセットすることがで
きる。また、住所のない個人に係る 2019年より前（2019年を含まない）の状況を問わ
ず、新個人所得税法の連続居住年数は⼀⻫に 2019年以降（2019年を含む）の年度
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から起算される。つまり、2018年まで（2018年を含む）の累計居住年数を「ゼロ」とし、居
住年数に含めない。当該規定においては、2024年まで（2024年を含む）、すべての住所
のない個人が、中国国外払いの中国国外源泉所得につき、免税優遇を享受することがで
きる。 
 
 
3. 総合所得の税額計算 
 
(a) 納付税額の計算 - 非居住者個人 
 
通常の賃金給与所得：新個人所得税法において、中国居住者になっていない住所のない
個人（以下「非居住者個人」と略称）は各月に取得した賃金給与所得の個人所得税を
月次で計算する必要がある。この計算においては、当月分の所得額から税法規定の控除
費用を控除した残高を課税所得金額とし、月度総合所得税率表を適用して納付額を算
出する。 
 
当月の賃金給与収入額の関連計算は次の 3(c)と 3(d)の部分を参照のこと。 

数か月分の賞与：非居住者が一ヶ月の間に一回で取得する数か月分の賞与・年末賃上げ給与・配当金などの賃金給与所得（当該
種類の所得には月次で支給される定額賞与及び一回で支給される数か月分の給与は含まない、以下「数か月分の賞与」と略称）は、
単独の当月の収入額として、6 ヶ月で按分した金額を課税所得とし、当月の他の賃金給与所得には含めない。また、当該課税所得から
控除費用は控除せず、月度総合所得税率を適用して納付税額を計算する。なお、当該優遇計算は、各非居住者個人につき一暦年度
中一回に限り享受できると規定されている。計算式：  
 
当月の数か月分の賞与に係る納付税額 = [（数か月分の賞与金額 ÷ 6）x 適用税率 – 速算控除額] x 6 
 
数か月分の賞与に係る収入額の計算は次の 3(e)の部分を参照のこと。 
 
ストックオプション所得：非居住者が一ヶ月に取得するストックオプション所得（株式オプション・ストックオプション・譲渡制限付株式・株
式増値権・株式奨励所得及び他の株式などの有価証券購入による雇用主から取得したディスカウントあるいは手当）は、単独の当月の
収入額として、6 ヶ月で按分した金額を課税所得とし、当月の他の賃金給与所得に含めない（一暦年度におけるストックオプション所得
は合算する）。また、当該課税所得から控除費用は控除せず、月度総合所得税率を適用して納税額を計算する。計算式：  
  
当月のストックオプション所得の納付税額 = [（当暦年度中のストックオプション所得合計額÷ 6）x 適用税率 – 速算控除額] x 6 – 当
暦年度中のストックオプション所得に係る納付税額  
 
ストックオプション所得収入額の計算は次の 3(e)の部分を参照のこと。 
 
中国国内源泉の役務報酬所得、原稿料所得、特許権使用料所得：税法の規定通り、各収入額を課税所得額として、月度総合所
得税率を適用して納付税額を計算する。 
 
(b) 納付税額の計算 - 住所のない居住者個人 
 
新個人所得税法において、住所のない居住者個人が取得する総合所得に係る個人所得税は年度ごとに計算される。計算式： 
 
年度総合所得の納付税額=（年度賃金給与所得額＋年度役務報酬所得額＋年度原稿料所得額＋年度特許権使用料所得額−
基本控除費⽤−専⾨控除−専門付加控除−その他の法定控除）x 適用税率 - 速算控除額 
 
上述の計算式において、 

• 「年度賃金給与所得額」は、当該年度中の各月賃金給与所得の合計金額に基づき計算される。毎月の賃金給与所得額の計
算は後文の 3(c)及び 3(d)部分を参照のこと。 

• 「年度役務報酬所得額」「年度原稿料所得額」「年度特許権使用料所得額」は、当該年度中の各役務報酬・原稿料・ロイヤリテ
ィー所得の合計額に基づき計算される。 



 
その他、住所のない個人が外国籍個人である場合に、2022年 1月 1日までの期間中における賃金給与所得の計算上、関連規定に
基づいて住宅ローン利子費用・子女教育費・語学研修費用等の八項目の補助費用を控除したときは、専門付加控除項目の控除を同
時に適用することはできない。 
 
(c) 賃金給与所得額の計算 - 住所のない個人（非高級管理職）  
 
住所のない個人のうち一定の条件を満たす者については、規定に該当する国内もしくは国外所得に係る中国個人所得税が免除できるこ
とに鑑み、35号公告においては、住所のない個人のうち、中国国内居住者企業の取締役、監事及び高級管理職務（以下、「高級管
理職」と略称）に該当しない者に対する賃金給与の計算方法を下記の通り規定した。 
 
居住者の種類 一納税年度における中国国内の累積居住期間 賃金給与収入額の計算方式 
非居住者個人 
（非高級管理
職）  

90日以下 中国国内の勤務期間に帰属し、かつ中国国内の雇用主が支給、また
は負担する賃金給与所得（35号公告における公式一） 

90日超、183日未満 中国国内勤務期間に帰属する賃金給与所得（35号公告における公
式二） 

居住者個人
（非高級管理
職）  
 

満 183日、ただし満 183日の国内累計居住年度が
六年未満 

すべての賃金給与所得(中国国外勤務期間に帰属し、かつ中国国外
の組織または個人より支給される賃金給与所得を除く)（35号公告に
おける公式三） 

満 183日、かつ満 183日の国内累計居住年数が
満六年 

すべての賃金給与所得 

 
上述のうち、 
 

• 住所のない個人が、中国国内・国外組織にて同時に兼務、もしくは国外組織のみに勤務する場合（以下、「国外任職」と略称）
において、当月中にその個人が国内外において同時に勤務しているときは、当月「国内（外）労働期間」に係る賃金給与所得額
は、当月の暦日数のうちの当月の国内（外）勤務日数が占める割合に基づいて計算される。 

 
§ 国内勤務日数には、個人の中国国内における実際の勤務日及び国内勤務期間において、国内外にて享受する公的休暇・
個人休暇・トレーニー日等を含む。 

§ 中国国外に任職している個人の国内滞在当日の滞在時間が 24時間未満の場合、国内勤務日数を半年として計算する。 
§ 国外勤務日数は、当月の暦日数から当月国内勤務日数を引いて計算する。 
 

• 「国内雇用主」には従業員を雇用する国内組織、個人及び国外組織、または個人の国内機構場所が含まれる。国内雇用主が査
定課税、もしくは営業収益がないため所得税が徴収されない場合には、住所のない個人が、当該組織または個人に雇用され、労
働し、取得した賃金給与所得は、当該国内雇用主より支払いあるいは負担されたものとみなされる。 

 
(d)賃金給与所得額の計算 - 住所のない個人（高級管理職）  

 
35号公告においても、従来の個人所得税法に引き続き、国内居住者企業の高級管理者が取得する当該国内居住者企業による支
給、もしくは負担する、取締役費用・監事費用・賃金給与あるいは他の類似報酬（数か月分の賞与及びストックオプション）は、国内源
泉所得とみなされる。従って、住所のない高級管理職個人と住所のない非高級管理職個人の賃金給与所得額の計算上、一定の差異
が存在する。 
 
 
 
 
 
居住者種類 一納税年度における中国国内の累計居住期間 賃金給与所得額の計算方式 
非居住者個人
（高級管理
職）  

90日以下 国内雇用主より支給、もしくは負担される賃金給与 

90日超、183日未満 すべての賃金給与所得(中国国外勤務期間に帰属し、かつ中国国外
の組織または個人より支給される賃金給与所得を除く)（35号公告に
おける公式三） 



居住者個人
（高級管理
職） 
 

満 183日、ただし満 183日の国内累計居住年度が
六年未満 

「住所のない非高級管理職個人」と同じ 

満 183日、かつ満 183日の国内累計居住年数が
満六年 

「住所のない非高級管理職個人」と同じ 

 
上述の高級管理職務には、企業の正・副（総）経理、各職能総師、ディレクター及び他の類似公司高級管理職の職務などが含まれ
る。 
 
(e) 数か月分の賞与及びストックオプション所得額の計算 
 
住所のない個人が取得した数か月分の賞与及びストックオプション所得については、上述の給与賃金所得の取扱を適用して所得の源泉
地を確定し、所得額を計算する。 
 

• 中国国内任職もしくは業務を遂行する際に取得した数か月分の賞与またはストックオプション所得のうち、国外勤務期間に帰属す
る部分は、国外源泉の給与賃金所得とする。 
 

• 中国国内任職もしくは業務遂行の停止後に取得した数か月分の賞与またはストックオプション所得のうち、国内勤務期間に帰属す
る部分は、国内源泉の給与賃金所得とする。 
 

• 「国内勤務期間に帰属する」数か月の賞与またはストックオプション所得額の計算においては、数か月分の賞与またはストックオプシ
ョンに対して勤務対象期間のうちの国内勤務日数及び所勤務対象期間の暦日数の割合を乗じて所得額を計算する。 
 

• 住所のない個人が一ヶ月以内に取得した国内外の数か月分の賞与あるいはストックオプション所得のうち、いくつかの対象期間に対
する所得が含まれている場合には、それぞれの所得期間に該当する国内源泉所得を計算したうえで、当月の国内源泉の数か月分
の賞与またはストックオプション所得を合計する。 
 

コメント 
 
35号公告によって、従来の中国国内に住所のない個人に係る個人所得税計算の関連政策の全体的な整備が行われた。従来の所得
源泉地判定規則を一部保留した上で、新規定の下では、居住者及び非居住者の税金計算方式の差異について十分考慮すべく、給与
賃金所得額の計算方式の関連調整を行った。留意すべき点としては、中国国内外の組織に対して同時職務を担当する個人、もしくは中
国国外組織のみに任職している者のうち、同時に国内外に勤務をしている住所のない個人に対する納付税額の計算方法が挙げられる。
新規定においては、従来の納付税額の日数按分方法を継続的に使用せずに、新しい所得額の日数按分方法が定められている。国際的
な方法である当該計算方法は、より低い税率の適用に有利であるため、更なる節税効果を実現することができる。 
 
また、新規定においては住所のない個人が取得する数か月分の賞与またはストックオプション所得の税金計算方法が明確にされた。従来
の規定と比較して、より公平的・合理的である新しい税金計算方法によれば、数か月分の賞与またはストックオプション所得に対する二重
課税の可能性をある程度低減できる。また、当該新規定に基づき、非居住者個人が前述した所得を取得する際には、当月の他の賃金
給与と合算せずに、6 ヶ月に按分して課税することが認められる。当該政策により、移行期間の制限の影響はより小さくなり、非居住者個
人は、一定の優遇措置の享受ができると考える。 
 
 
 
4. 租税条約の適用 
 
35号公告に基づき、住所のない個人が租税条約の居住者条約規定による締約相手国の個人税収居住者（以下、「締約相手国個
人税収居住者」と略称）に該当する場合、租税条約及び関連の規定に定められた租税条約優待を享受できる。また、租税条約規定
の適用せずに税金計算を行うことも可能である。他の規定以外に、住所のない個人は租税条約の条約規定の適用にあたり、下記の規
定に従わなければならない。 
 

協定の条款 関連の総合所得項目 優待条約 
 

受雇所得条款 給与賃金所得 住所のない個人が締約相手国の個人税収居住者である場合、租税条約の規定に該当
する国内外給与賃金は、35号公告の公式一もしくは公式二を適用し、個人所得税の
免除を享受することができる。 



 
上述した個人が中国非居住者である場合、所得を取得する際に上述した租税優待を享
受することができる。また、中国居住者個人である場合、源泉予納及び年度確定申告の
際に上述した租税優遇を享受することができる。 
 

独立個人役務あるいは営
業利潤条款 

役務報酬所得・原稿料所得 
 

住所のない個人が締約相手国の個人税収居住者である場合、租税条約の規定に該当
する役務報酬所得・原稿料所得について、個人所得税を徴収しないことも認められる。 
 
上述した個人が中国非居住者個人である場合、所得を取得する際に上述した租税優待
を享受することができる。また、中国居住者個人である場合、源泉予納及び年度確定申
告の際に上述した租税優遇に享受することができる。 
 

取締役費用条款 賃金給与所得・役務報酬所
得 
 

住所のない個人のうち、締約相手国の個人税収居住者が国内居住者企業の高級管理
職人員に該当し、かつ、租税条約の受雇所得、独立個人役務等の条款優待を享受で
きる場合において、下記のうちの一つに該当するときは、当該個人が取得した高級管理職
人員の報酬に係る税金計算を行う際、国内法律規定に基づき高級管理職の所得源泉
地特別規則（前文の 3(d)部分を参照のこと）を適用しないことが可能である。すなわ
ち、一般人員として取り扱う。 
 
• 当該個人が適用する租税条約に取締役費用条款の記入がない 

又は 
• 租税条約に取締役費用条約が記入されているが、当該個人は取締役費用条款の

適用がない 
 

ロイヤルティあるいは技術
サービス費用条款 

ロイヤルティ所得、役務報酬
所得・原稿料所得 
 
 

住所のない個人は締約相手国の個人税収居住者であり、かつ取得したロイヤルティ所
得・役務報酬所得・原稿料所得について、租税条約の規定の適用ができる場合には、関
連の租税条約規定に定められた課税所得額及び徴収比例により税金を計算することが
認められる。 
 
上述した個人が中国居住者個人である場合、関連所得は当月に租税条約の規定によ
る課税所得額及び課税割合で納付税額を計算した上で、源泉税を予納する。年度確
定申告の際に、前述の租税条約優待を享受した所得は、年度総合所得に算入されず、
単独で租税条約に規定される課税所得額及び課税割合により年度納付税額及び還付
額を計算する。 

 
コメント 
 
35号公告では、中国国内に住所のない個人が総合所得を取得した場合に、租税条約の各規定の適用状況を整理したうえで、各所得
に対し各々の取扱を規定している。住所のない個人が締約相手国個人税収居住者である場合には、租税条約上の優遇を享受するか
否かを選択できることが公告によって明確になった。すなわち、国内税法に基づく取扱の方が、租税条約より有利な場合には、納税者が
租税条約上の優遇を放棄することも可能でである。 
 
35号公告において、中国国内に住所のない個人が租税条約上の優遇を享受するために、順守すべき手続上の規則及び書類の要求に
ついては言及していない。住所のない個人が租税条約上の優遇を享受することを予定している場合、現行規定に基づいた資料及び情報
報告の要求に応じる必要があると解釈できる。そのため、関連する納税者と源泉徴収義務者は、租税条約上の優遇を享受できるよう規
定に従いそれぞれの義務を果たす必要がある。 
 
5. 徴収管理規則 
 
(a) 住所のない個人の予想される国内の居住期間 
 
中国国内に住所のない個人の居住者身分及びその課税規則は、一納税年度内において中国国内での居住日数に基づいて判定され
る。従って、住所のない個人が年中に納税申告を行う場合、一般的には、当年における中国国内での居住日数を予想し、それに基づき、
申告方式を確定する必要がある。 
 
35号公告では、中国国内に住所のない居住者個人が一納税年度に、個人所得税の初回申告を行う場合、労働契約書などに基づ
き、当該個人の一納税年度内における中国国内での居住日数、及び租税条約に定める期間内の国内滞在日数を予め計算したうえ
で、予想された状況により税金を計算して納付することが明確化された。実際の状況が予想された状況と一致しない場合は、下記の規定
に従い、それぞれ処理を行う。 



 
• 事前に⾮居住者と判定され、居住⽇数の延⻑による居住者の判定条件を満たす場合には、⼀納税年度内に源泉徴収⽅法は変
更しない。その後の年度終了時に居住者に関する規定に従い、年度確定申告を行う。ただし、当該個人が当年度内に出国し、か
つ再入国しないと予想される場合、出国前に年度確定申告を行うことができる。 
 

• 事前に居住者と判定され、居住日数の短縮による居住者の判定条件に満たない場合には、居住者の判定条件を満たさない日か
ら年度終了後の 15日以内に、税務機関に報告し、非居住者として税金の過不足分を清算するための調整申告を行う。なお、そ
れより生じた延滞金は免除することができる。 
 

• 一納税年度内に累計居住日数が 90日以下と予想されたが、実際に累計居住日数が 90日を超える場合、または締約相手国
の居住者個人が租税条約に定める期間中に、滞在日数が 183日以下と予想されたが、実際に滞在日数が 183日を超える場合
には、満 90日または満 183日の終了後の 15日以内に、税務機関へ報告する必要がある。なお、以前の月次賃金給与所得に
対する納付額を再計算した後、不足分の清算に係る延滞金は免除することができる。 

 
 
コメント 
 
中国国内に住所のない個人に係る一納税年度の初回申告をする際に、いかに居住者身分を判断するのか、予想された状況が変化した
場合にはどのように修正するのか等について、住所のない個人及び源泉徴収義務者から大きな注目を集めていたが、35号公告において、
居住者身分の判断基準が明確化された。居住⽇数の延⻑若しくは短縮により、実際の状況が予想された状況と一致しない場合には、
納税者は年度確定申告もしくは修正申告の方式で、追加納付または税金還付を行う。なお、規定通りの期限内申告に対する延滞金
は徴収されない。これにより、住所のない個人及び源泉徴収義務者が居住者身分を事前に判断する際の不安要因は解消されたと考え
る。ただし、期限後申告による延滞金または罰金を課されないために、住所のない個人及び源泉徴収義務者は、引き続き年度確定申告
と調整申告の期限に注意を払う必要がある。 
 
 
(b) 住所のない個人の国内雇用主は海外関連当事者が支払う賃金給与所得を報告すべきこと 
 
中国国内に住所のない個人の中国国内任職、受雇による中国国内源泉所得に対して、国内の雇用主が海外機構または個人と関連す
る場合において、国内の雇用主が支払うべき給与の一部または全部が海外関連当事者によって支払われたときは、住所のない個人は自
己申告方式で税金を納付することができる。また、国内の雇用主に対して、税金の委託代納もできる。住所のない個人が税金の源泉徴
収を国内の雇用主に委託していない場合、国内の雇用主は、関連所得について、支払った当月終了後の 15日以内に、税務機関に関
連情報を報告する必要がある。当該関連情報には、国内の雇用者と海外の関連当事者による住所のない個人の業務に係る手配、国
外の支払状況、及び住所のない個人の連絡先等の情報を含む。 
 
コメント 
 
上記の新規定では、国内の雇用主に税金納付を強制的に要求する代替として、個人による自己申告方式あるいは国内雇用主による税
金の委託代納の選択も可能となった。この点において、従来の規定よりさらに柔軟性があると考える。しかし、企業が留意すべき点として、
税金を代納しない国内の雇用主は、規定期限内に所轄税務機関に対して、住所のない個人の関連情報を報告する義務が生じることが
挙げられる。 
 
結語とアドバイス 
 
今回発表された二つの通達を通じて、中国は対外投資及び、海外人材の中国での就業に対する積極的な誘致の意向を提示した。中国
国内での滞在が一日 24時間未満の当日は中国国内居住日数として計算されないという基準、中国国内に住所を有しない個人に対し
て、2018年（2018年を含む）以前の居住年数がすべて「ゼロ」になること、中国国外に任職している人員の日数按分の計算方法が従
来の「収税した後按分する」から「按分した後収税する」方式への変更など、一連の政策の推進は中国国内に住所のない個人の税負担
を軽減し、国内外の二重課税を軽減することが期待されている。中国国内に居住・勤務している住所のない個人にとって、朗報であると考
える。 
 
住所のない個人の個人所得税に係る徴税管理は複雑である。新個人所得税法において、税収居住者の概念が導入されたことにより、
住所のない個人の課税規則もより複雑化した。非専門人員にとっては更に困難になるため、企業と個人は十分に注意を払い、慎重に計
画する必要がある。なお、以下の対処法が推奨される。 
 

• 住所のない個人である外国籍個人及び香港・マカオ・台湾の個人は、新規の優遇政策を十分に享受するために、中国国内での滞



在日数を継続的に正確に記録し、合理的な出入国活動を計画する必要がある。 
 

• 所得源泉地の判断により、個人所得税の申告を合理的に行うことが可能となる。企業と個人は賃金給与所得、数か月分の賞与
とストックオプション所得、高級管理職人員の報酬等の所得の源泉地判定基準を把握することで、国内所得と国外所得を正しく
区別し、課税所得を計算する必要がある。 
 

• 海外勤務の従業員のうち、日数按分の課税方法を適用する者は、国内及び海外での就職状況に関する通達、出入国記録など
を整理した上で、適切に保存する必要がある。また、それらの居住者身分と累計居住期間に基づいて、関連する税額計算方式を
決定し、その計算方式への十分な情報と補助資料を準備・保存する必要がある。 
 

• 非居住者個人が取得した数か月分の賞与とストックオプションに関する新課税方法、及び納税年度内の初回申告に係る居住者
身分の判断基準等の規則を理解する。（例：2019年 1月 1日以降に取得した所得について、従来の規定により過大申告が生
じた場合は、適時に税金還付を税務機関に申請する） 
 

• 住所のない個人の国内雇用主である企業は、規則に従い、海外の関連当事者が支払った給与所得の関連情況の報告義務を履
行する必要がある。さらに、住所のない個人の日常税務事情の処理は包括的、かつ専門的業務であるため、専門機構及び税務
専門家による協力を仰ぐことが特に重要である。 
 

• 国内外で兼務をしている個人、または中国に定期的に勤務している個人の活動により、海外関連機構に対する国内の恒久的施設
が構築されるといった企業の税務リスクが生じる可能性がある。したがって、関連企業は、個人所得税だけでなく、恒久的施設によ
る企業所得税の問題、また、企業所得税と個人所得税とが相応することで生じる問題を総合的に考慮する必要がある。 

 
弊所では引き続き税改正の進展情報に注目し、関連情報及びその見解の共有をさせて頂きます。 
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